
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯状疱疹予防接種費用を助成します 

50歳以上になると発症する可能性が高まり、発症すると重い後遺症や合併症のリ

スクのある帯状疱疹は、近年、社会的な関心の高い疾患となっています。 

市民の健康増進および経済的負担の軽減を図るため、帯状疱疹予防接種費用の一

部を助成します。 

 

対 象 者 令和６年４月１日以降の帯状疱疹予防接種を受けた日において、市内

  に住所を有している 50 歳以上の市民（既に市から助成を受けている

  人を除く。）とします。 

 
助 成 額 次のワクチンの種類に応じて、接種１回当たり4,000円を助成します。 

(1) 生ワクチン（１回の接種で完了するもの） 

 4,000 円（4,000 円×１回） 

(2) 不活化ワクチン（２回の接種を要するもの） 

 8,000 円（4,000 円×２回） 

 

申請方法 接種を受けた日（不活化ワクチンは、２回目の接種を受けた日）から

６か月以内に、次の書類を添えて、市へ交付申請を行うものとします。 

(1) 予防接種を受けた日およびワクチンの種類を証する書類 

(2) 予防接種費用の支払いを証する書類 
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